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Ⅰ．予算の概要

◎気候変動の影響等により集中豪雨等による被害が増加

◎床上浸水や土石流被害等人命や生活に深刻な影響を及ぼす被害の緊急

軽減対策に重点化

○床上浸水被害、土石流被害等の緊急軽減対策の推進 1,689億円【1.12】

○地震防災対策強化地域等における緊急津波・高潮対策 81億円【1.10】

の推進

・津波・高潮危機管理対策緊急事業の創設 等

◎ハード整備とソフト対策を組み合わせた水害・土砂災害対策、既存ス

トックの有効活用等、確実な成果が得られるよう防災・減災対策を質

的転換

○土地利用状況を考慮しつつ、輪中堤や浸水防止施設等 906億円【1.21】

のハード整備とハザードマップ等ソフト対策を組み合わ

せた治水対策の推進

・土地利用一体型水防災事業の創設 等

・総合内水対策緊急事業の創設 等

○警戒避難体制と一体となった土砂災害対策の推進 331億円【1.19】

・砂防関係事業の採択基準改正

○既存ストックを徹底的に有効活用し、事業効果を早期発現

・洪水調節施設機能高度化事業の創設 663億円の内数※

・利水容量の事前放流に伴う損失補填制度の創設 250億円の内数※※

※総合流域防災事業 ※※直轄堰堤維持費

◎木曾川水系連絡導水路事業の実施計画調査、肱川水系鹿野川ダム改造

事業の建設事業、新潟県芋川地区の直轄地すべり対策事業に新規着手



                                                

 ○河川局所管予算内示総括表（ 国  費 ）
（単位：百万円）  

対前年度

事        項 前年度予算額 内　　示　　額 倍    率 備                考

（Ａ） （Ｂ） (Ｂ／Ａ)

国 土 基 盤 河 川 505,570      496,797     0.98 １．国費には、道路関係社会資本分として内示額

地 域 河 川 217,581      201,288     0.93     25,400百万円（前年度26,600百万円）を, 住

砂 防 148,825      145,559     0.98 　　宅宅地基盤特定治水施設等整備事業として内

急傾斜地崩壊対策 22,621       21,565      0.95 　　示額9,458百万円（前年度7,367 百万円）を、

総 合 流 域 防 災 72,928       66,303      0.91 　　下水道関連特定治水施設整備事業として内示

海 岸 25,818       25,013      0.97 　　額14,550百万円（前年度16,393百万円）を含

独 立 行 政 法 人 1,448        1,446       1.00 　　む。
土木研究所

計 994,791      957,971     0.96 

 災害復旧関係 49,847       50,602      1.02 

   災 害 復 旧 38,692       34,871      0.90 

   災 害 関 連 11,155       15,731      1.41 

合      計 1,044,638    1,008,573   0.97 



Ⅱ．新規事業の創設及び拡充等の概要

１．新規事業の創設及び拡充等

① 治 水 事 業

○土地利用一体型水防災事業の創設

土地利用状況等を考慮し、連続堤で整備した場合よりも効率的かつ効果的で

ある場合には、床上浸水被害等を解消するために行う輪中堤の築造や宅地の嵩

上げ、浸水防止施設、貯留施設等の整備等を実施する。

○総合内水対策緊急事業の創設

外水対策に対して劣後であった内水対策について、ハード対策とソフト対策

を河川管理者と地方公共団体等が連携して緊急的・先行的に実施する。

○総合流域防災事業の拡充（洪水調節施設機能高度化事業の創設）

総合流域防災事業を拡充し、洪水調節機能の向上を図るために行う既設の遊

水地、調節池等の改良を実施する。

○地震・高潮等対策河川事業の拡充（河口部における津波対策等の拡充）

津波・高潮対策事業に津波・高潮による浸水想定区域に係る調査を追加する

とともに、津波による被害が想定される指定区間内の一級河川又は二級河川の

うち、耐震対策を必要とする河川についての耐震対策事業等を追加する。

○直轄堰堤維持事業の拡充（事前放流に伴う損失補填）

事前放流した利水容量が対象とした洪水で回復せず、利水者に実損が生じた

場合、一定の基準に基づき公共費で利水者の実損額を補償する。



○砂防関係事業の採択基準改正（警戒避難体制との連携強化）

砂防えん堤等のハード施設の新規採択にあたっては、原則として当該ハード

施設整備によって被害が軽減される地域内において、土砂災害危険箇所の公表

等のソフト対策が実施済であることを義務付け。あわせて、保全対象に避難場

所を含む土砂災害危険箇所について、保全対象が避難場所のみであっても採択

できるよう事業制度を改正する。

② 海 岸 事 業

○津波・高潮危機管理対策緊急事業の創設

津波・高潮発生時における人命の優先的な防護の推進を目的として、従来の

津波危機管理対策緊急事業を高潮対策にも拡充し、一連の防護区域を有する海

岸において、地方が作成する津波・高潮危機管理対策緊急事業計画に基づき、

津波・高潮対策を推進する制度を創設する。

③ 新 規 箇 所

○木曾川水系連絡導水路事業の実施計画調査着手

異常渇水時において愛知県等における渇水被害を軽減するため、徳山ダムの

渇水対策容量に貯留した水を木曾川・長良川に導水するとともに、愛知県及び

名古屋市において水道用水等を確保するため、徳山ダムで開発した水道用水等

を木曾川に導水する。

○鹿野川ダム改造事業の建設事業着手

肱川流域の洪水被害の軽減、豊かで自然な流れを回復するため、既設鹿野川

ダム（肱川水系肱川）の改造を行うとともに、発電容量を振り替え、洪水調節

容量の増強、環境（不特定）容量の新設を行う。

○芋川地区直轄地すべり対策事業の新規着手

新潟県中越地震により斜面崩壊が多数発生した新潟県芋川流域において、集

中的かつ迅速に対策を講じ地域の早期復興に資するため、直轄地すべり対策事

業に新規着手し、対策工（抑制工、抑止工）を施工する。平成１８年度は、調

査設計を進めるとともに、集水井、排水ボーリング等の工事を行う。



２． 行 政 部 費

○渇水調整方策検討

近年の少雨化傾向により、開発水源を加味した新たな渇水調整ルールに

ついて検討してほしいとの利水者からの要望があり、また「木曽川水系に

おける水資源開発基本計画」（平成１６年６月）等においても、各利水者

の水資源開発水量等を適正に反映した都市用水等の水利用調整の有効性等

を検討し具体化を図ることとする内容が閣議決定。よって、様々な渇水調

整のパターンのシミュレーションを行い、その結果を踏まえて新たな渇水

調整の方策について調査及び検討を実施。

○都市部における洪水はん濫流の挙動解析等検討

都市内において、住民が迅速かつ的確に避難するためには、都市内の建

築物その他の構造物を考慮したはん濫流の挙動を解析してはん濫流予測を

行い、その結果を避難計画等に反映させることが極めて重要。本検討では

これらを考慮したはん濫の挙動について解析を行い、個別の都市施設毎に

避難行動に及ぼす影響について検討し整理。また、はん濫流を減勢し、拡

散を制御するための都市施設の配置による防災対策の考え方を整理し、水

害に強いまちづくりガイドラインを作成。

○河川における特定外来生物等対応技術検討

河川における効果的な外来植物の防除ならびに在来種等による緑化に向

けた具体的な技術や手法を検討し、河川における外来植物の取扱いに関す

る指針を作成することにより、「特定外来生物による生態系等に係る被害

の防止に関する法律」の円滑な施行に資するとともに、河川法の目的であ

る河川環境の整備と保全をより一層推進。

○河川における亜鉛対策等に関する検討

平成15年11月に亜鉛について環境基準化され、水域類型指定の議論が開

始されているが、河川における亜鉛の挙動や河川生態系への影響について

は不明であり、河川における亜鉛対策の前例もない。そこで、河川におけ

る亜鉛の挙動や河川生態系への影響について実態調査を行った上で、亜鉛

の対策手法について検討。



○洪水予測システムの精度向上に関する調査

中小河川においては洪水予測システムが確立できていないため、洪水予

報を実施できていない。そのため、中小河川洪水予測システムのプロトタ

イプを確立し、都道府県へ提供することで、洪水予報空白域における洪水

予報河川の指定を拡大、災害時の住民のより的確な避難等被害軽減に必要

な情報を充実。

○首都直下地震交通対策プラン調査検討

国土交通省所管の各交通機関の震災対策とその実施箇所をとりまとめる

とともに、災害発生時の交通シミュレーション調査等を実施して各交通ネ

ットワークの連携及び災害時の情報提供方法について検討し、首都直下交

通対策プランを策定。



Ⅲ．内示新規箇所数等内訳

①新規箇所数等内訳

区 分 要求 内示 備 考

【 河 川 】

（ 直 轄 ）

１．特 定 構 造 物 改 築
（ 内 地 ） １ １

２. 土地利用一体型水防災
（ 内 地 ） ２ ２

３．直 轄 床 上 浸 水 対 策
（ 内 地 ） ４ ４

４．直轄消流雪用水導入
（ 内 地 ） ２ １

（ 補 助 ）

１．広 域 河 川 改 修
基 幹 河 川 改 修 ３ ３

基 幹 河 川 改 修
（ 内 地 ） １ １

総合内水対策緊急
（ 内 地 ） ２ ２

２. 都 市 河 川 改 修 ３ ３
広 域 河 川 改 修 ２ ２

基 幹 河 川 改 修
鉄道橋・道路橋緊急対策

（ 内 地 ） １ １
総合内水対策緊急

（ 内 地 ） １ １
地震・高潮等対策河川

地 震・高 潮 対 策
（ 内 地 ） １ １

３．床 上 浸 水 対 策
（ 内 地 ） ７ ７



区 分 要求 内示 備 考

【 ダ ム 】
（ 直 轄 ）

１．直轄河川総合開発事業 ２ ２
建 設 事 業

（ 内 地 ） １ １ 肱川・鹿野川ダム改造
事業

実 施 計 画 調 査
（ 内 地 ） １ １ 木曾川・木曾川水系連

絡導水路事業
２．直 轄 堰 堤 維 持

直 轄 堰 堤 維 持
（ 内 地 ） １ １

（ 補 助 ）

堰 堤 改 良
堰 堤 改 良 ２０ １０

堰 堤 改 良
（ 内 地 ） １８ １０

ダ ム 施 設 改 良 事 業
（ 内 地 ） ２ ０

【 砂 防 】
（ 直 轄 ）

１．直 轄 地 す べ り 対 策
（ 内 地 ） １ １ 芋川地区（新潟県）

２．砂 防 事 業 調 査
地 す べ り 対 策

（ 内 地 ） １ １ 芋川地区（新潟県）

（ 補 助 ）

１．特 定 緊 急 砂 防
（ 内 地 ） １９ １９

２．砂防激甚災害対策特別緊急
砂防激甚災害対策特別緊急

（ 内 地 ） ５ ５

３．特定緊急地すべり対策 ４ ４
（ 内 地 ） ３ ３
（ 離島 ・ 一般 ） １ １

４．地すべり激甚災害対策特別緊急
（ 内 地 ） １ １



区 分 要求 内示 備 考

【 都市水環境 】

（ 直 轄 ）

直轄総合水系環境整備
（ 内 地 ） ４ ４

【 海 岸 】

（ 直 轄 ）

１．直轄海岸保全施設整備
（ 内 地 ） １ ０

（ 補 助 ）

１．高 潮 対 策 １４ ４
（ 内 地 ） １１ ３
（ 北 海 道 ） １ ０
（ 離島 ・ 一般 ） ２ １

２．侵 食 対 策
（ 内 地 ） ５ ２

３．海岸緊急防災対策
（ 内 地 ） １ ０

４．海 域 浄 化 対 策
（ 内 地 ） １ ０



Ⅳ．事業評価等公共事業の効率的な執行の取り組み 
 
１． 新規事業採択時評価 

 
【ダム事業】（直轄） 

総便益
（億円）

420 703 400 1.8
本省河川局治水課

（課長　関　克己）

木曽川水系
　連絡導水路
中部地方整備局

900 1,223
木曽川水系に同等の貯
水容量を確保した場合
の費用

鹿野川ダム改造
事業
四国地方整備局

浸水戸数：約8,000戸
浸水面積：約1,600ha

・肱川流域では、平成7年洪水では1,195戸
の浸水被害が発生したほか、平成16年台風
16号では戦後２番目の水位を記録し、574
戸の浸水被害が発生するなど、過去10年間
に5回の浸水被害が発生している。
・当該事業を含む河川整備計画の実施によ
り、基準点大洲において戦後最大規模の洪
水（5,000m3/s)を調節し、安全に流下さ
せ、洪水被害を軽減させることが出来る。
・あわせて、基準点大洲において、渇水時
の流量を冬期以外概ね6.5m3/s、冬期概ね
5.5m3/s確保することにより、渇水被害を
軽減させることができる。

担当課
（担当課長名）

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名
総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）

943 1.3

・渇水被害が頻繁に発生している木曽川水
系において、異常渇水時に徳山ダムの渇水
対策容量に貯留した水を利用し、木曽川及
び長良川に緊急水の補給を行い、異常渇水
時の愛知県等における渇水被害を軽減する
ことができる。
・徳山ダムで開発した都市用水のうち愛知
県及び名古屋市に係る水量を取水口のある
木曽川へ導水し、都市用水を安定的に供給
することができる。

本省河川局治水課
（課長　関　克己）

※費用便益分析の費用は、木曽川水系連絡導水
路事業に係る治水負担分と徳山ダム建設事業の
渇水対策容量（揖斐川分を除く）に係る費用等
を合算したもの。

 
 

【砂防事業等】 
（地すべり対策事業（直轄）） 

総便益
（億円）

183 240 183 1.3
本省河川局

砂防部砂防計画課
（課長　中野泰雄）

担当課
（担当課長名）

費用
（Ｃ）

（億円）

直轄地すべり対
策事業（芋川地
区）
北陸地方整備局

保全人家戸数　249戸
想定被害面積　761ha

平成16年10月の新潟県中越地震では地すべ
りの多発による大規模な災害が発生した。
流域内に多量に残存する不安定土砂の安定
化を図り、土石流及び河道閉塞の発生を防
止することにより、流域内及び下流域の集
落等が保全され、地域の復興に資すること
ができる。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価
事業主体 便益の主な根拠

事 業 名
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）

 



総便益
（億円）

その他 445 367 306 1.2

・昭和33年に300戸の浸水被害が発生したほ
か、その後も平成16年まで6度の洪水被害を
受けている。
・中村ダム地点で計画高水流量485m3/sのう
ち300m3/sの洪水調節を行う。
・中村川の河川正常流量は利水基準点で
0.897m3/sを必要とするが、過去10年間でこ
の流量を満足できない年が9年間発生してい
る。
・地質調査結果にもとづき地滑り対策工を
検討した結果、ダムの総事業費が増大し、
その結果、治水対策の方法では河道改修及

中止
本省河川局治水課
（課長　関 克己）

中村ダム建設事業
青森県

浸水戸数：672世帯
浸水面積：173ha

費用
（Ｃ）
（億円）

Ｂ／Ｃ該当基準
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）
担当課

（担当課長名）便益の主な根拠

事 業 名
事業主体

その他の指標による評価 対応方針

２．　再評価
  ○　再評価実施状況

 ○　中止事業の評価結果等【補助事業】

注 再評価対象基準

　　　５年未着工：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業

　　　10年継続中：事業採択後長期間（10年間）が経過した時点で継続中の事業

　　　準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業

　　　再々評価：再評価実施後一定期間（５又は10年間）が経過している事業

　　　その他：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

再評価実施箇所数 再評価結果

うち見直
し継続

ダム事業 直轄事業 1 0 0 2 1 4 4 0 0 0

補助事業 0 0 0 8 5 13 8 1 1 4

合　　　　計 1 0 0 10 6 17 12 1 1 4

再々
評価

中止
継　　続

評価
手続中

事　　　業　　　区　　　分
その他 計

準備計

画５年

５年
未着工

10年
継続中

３．その他

　  公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、予算
　執行のあり方について年度内を目途に検討を進め、平成１８年度において試行。



（参考１）

新規制度・新規箇所の概要



土地利用一体型水防災事業の創設

１．目的
中山間地域の狭隘部等の連続堤方式による河川改修が困難である地域に限っ

て実施している「水防災対策特定河川事業」について、土地利用状況等を考慮
し、連続堤で整備した場合よりも効率的かつ効果的である場合には、地域を限
定せず、輪中堤等の整備を実施することを目的とする。

２．内容
住家等の近年の浸水被害が著しい河川において、床上浸水被害等を解消する

ために行う輪中堤の築造や宅地の嵩上げ、河川沿いの小堤の設置、浸水防止施
設、貯留施設の整備等を実施。

３．科目等
治水特別会計
（項）河川事業費
（項）北海道河川事業費

（目）直轄河川改修費
（事項）土地利用一体型水防災事業 ２／３等

（項）河川事業費
（目）河川改修費補助

（目細）土地利用一体型水防災事業費補助
（事項）土地利用一体型水防災事業 １／２

鉄道

道路

輪中堤

駅

築 堤

輪中堤

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備前
・・・市街地ま
で浸水区域
が拡大

市
街
地

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備前
・・・市街地ま
で浸水区域
が拡大

市
街
地

洪水時

平常時

浸水防止
施設

公園

■イメージ

洪水時

平常時

浸水防止
施設

公園

■イメージ

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備後
・・・市街地への浸水
拡大を防止

浸水防止施設を設置

市
街
地

公 園

凡 例

・・・浸水区域

整備後
・・・市街地への浸水
拡大を防止

浸水防止施設を設置

市
街
地



総合内水対策緊急事業の創設

１．目的
外水対策に対して劣後であった内水対策について、ハード対策とソフト対策

を河川管理者と地方公共団体等が一体となって緊急的・先行的に実施すること
により、人命被害や生活再建が困難となる被害が生じるおそれの高い深刻な内
水被害を効果的かつ効率的に軽減することを目的とする。

２．内容
指定区間内の一級河川等において施行される改良工事のうち、内水による浸

水被害を予防する事業であって、河川管理者が、都道府県又は市町村と協力し
て、ハード対策及びソフト対策を一体とした総合内水対策計画を策定し、概ね
５年間で整備を実施。

３．科目等
治水特別会計
（項）河川事業費
（項）北海道河川事業費

（目）河川改修費補助
（目細）広域河川改修費補助

総合内水対策緊急事業 １／２等
（目）都市河川改修費補助

（目細）都市河川改修費補助
広域河川改修事業

総合内水対策緊急事業 １／２等

○○洪水ハザードマップ

本
川

遊水地

支川

：ハード整備

：ソフト対策

排水機場

湛水を許容する区域

湛水を許容しない区域

湛水を許容する区域

配布

遊水地の整備

河道改修
（河道掘削、築堤）

二線堤（輪中堤）

河道改修（河道掘削、築堤）

ポンプ運転調整
ルールの設定

排水機場の整備

市街化調整区域の保持

・盛土抑制
・災害危険区域の指定

・内水被害に対する住民意識の向上
・ハザードマップ作成・普及
・浸水被害実績等の公表
・避難計画の策定

本
川

遊水地

支川

：ハード整備

：ソフト対策

：ハード整備

：ソフト対策

排水機場排水機場

湛水を許容する区域

湛水を許容しない区域

湛水を許容する区域

配布

遊水地の整備

河道改修
（河道掘削、築堤）

二線堤（輪中堤）

河道改修（河道掘削、築堤）

ポンプ運転調整
ルールの設定

排水機場の整備

市街化調整区域の保持

・盛土抑制
・災害危険区域の指定

・内水被害に対する住民意識の向上
・ハザードマップ作成・普及
・浸水被害実績等の公表
・避難計画の策定

○○洪水ハザードマップ

本
川

遊水地

支川

：ハード整備

：ソフト対策

排水機場

湛水を許容する区域

湛水を許容しない区域

湛水を許容する区域

配布

遊水地の整備

河道改修
（河道掘削、築堤）

二線堤（輪中堤）

河道改修（河道掘削、築堤）

ポンプ運転調整
ルールの設定

排水機場の整備

市街化調整区域の保持

・盛土抑制
・災害危険区域の指定

・内水被害に対する住民意識の向上
・ハザードマップ作成・普及
・浸水被害実績等の公表
・避難計画の策定

本
川

遊水地

支川

：ハード整備

：ソフト対策

：ハード整備

：ソフト対策

排水機場排水機場

湛水を許容する区域

湛水を許容しない区域

湛水を許容する区域

配布

遊水地の整備

河道改修
（河道掘削、築堤）

二線堤（輪中堤）

河道改修（河道掘削、築堤）

ポンプ運転調整
ルールの設定

排水機場の整備

市街化調整区域の保持

・盛土抑制
・災害危険区域の指定

・内水被害に対する住民意識の向上
・ハザードマップ作成・普及
・浸水被害実績等の公表
・避難計画の策定



総合流域防災事業の拡充
（洪水調節施設機能高度化事業の創設）

１．目的
早期に治水安全度を向上させるため、既設の遊水地、調節池等の洪水調節施

設等を最大限に有効活用できるようにする施設改良を実施することを目的とす
る。

２．内容
総合流域防災事業を拡充し、洪水調節機能の向上を図るために行う既設の遊

水地、調節池等の改良を実施。

３．科目等
治水特別会計
（項）総合流域防災事業費
（項）北海道総合流域防災事業費
（項）離島治水事業費
（項）沖縄治水事業費

（目）総合流域防災事業費補助 １／２等

■洪水調節施設の機能高度化のイメージ
遊水地の例

河川改修が進捗し、洪水時の水位が
低下し、既設の遊水地等の洪水調節
機能が低下

越流堤を切り下げることにより、
越流量を最適化

越流堤の切り下げ

越流量を最適化するための越流堤の改良

■洪水調節施設の機能高度化のイメージ
遊水地の例

河川改修が進捗し、洪水時の水位が
低下し、既設の遊水地等の洪水調節
機能が低下

越流堤を切り下げることにより、
越流量を最適化

越流堤の切り下げ

越流量を最適化するための越流堤の改良



地震・高潮等対策河川事業の拡充
（河口部における津波対策等の拡充）

１．目的
近年、東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

ついて相次いで想定津波高が公表されるなど、大規模地震による津波被害の危
険性が指摘されていることを受け、河川を遡上する津波による水位の上昇に伴
う浸水被害に対する対策を推進することを目的とする。

２．内容
津波・高潮対策事業に津波・高潮による浸水想定区域に係る調査を追加する

とともに、津波による被害が想定される指定区間内の一級河川又は二級河川の
うち、耐震対策を必要とする河川についての耐震対策事業等を追加。

３．科目等
治水特別会計
（項）河川事業費
（項）北海道河川事業費

（目）都市河川改修費補助
（目細）都市河川改修費補助

地震・高潮等対策河川事業
地震・高潮対策事業 ４／１０等

津波
の遡上

津波の遡上
津波
の遡上

地震による河川堤防の沈下等による浸水被害を
考慮した浸水想定区域調査を追加(拡充)海岸管理者の作成する

浸水想定区域図

河川堤防等の耐震対策について
従来より実施しているゼロメートル地帯に加えて
津波による被害が想定される区域を追加（拡充）

津波
の遡上

津波の遡上
津波
の遡上

地震による河川堤防の沈下等による浸水被害を
考慮した浸水想定区域調査を追加(拡充)海岸管理者の作成する

浸水想定区域図

河川堤防等の耐震対策について
従来より実施しているゼロメートル地帯に加えて
津波による被害が想定される区域を追加（拡充）



直轄堰堤維持事業の拡充（事前放流に伴う損失補填）

１．目的

洪水による災害が発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害

の発生を防止し、又は災害を軽減するために、利水容量を事前に放流する。こ

の事前放流は利水者に損失を与える可能性があることから、その損害を補償す

ることにより、事前放流の円滑な推進を図る。

２．内容

事前放流した利水容量が対象とした洪水で回復せず、利水者に実損が生じた

場合、一定の基準に基づき公共費で利水者の実損額を補償する。

３．科目等

（項）河川総合開発事業費

（目）直轄堰堤維持費 ５．５／１０

（項）北海道河川総合開発事業費

（目）直轄堰堤維持費 ７／１０

（項）沖縄河川総合開発事業費

（目）直轄堰堤維持費 ９．５／１０

※事前放流を実施し、容量が回復せず利水者に実損を与えた場合補填する。

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

事前放流量

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

事前放流量

治水容量

利水容量

堆砂容量

回復せず

治水容量

利水容量

堆砂容量

治水容量

利水容量

堆砂容量

回復せず

事前放流の実施



砂防関係事業の採択基準改正

（警戒避難体制との連携強化）

１．目的

土砂災害危険箇所の公表や土砂災害警戒情報の提供等のソフト対策の実施

とあわせて、砂防えん堤整備等のハード対策により避難場所を保全し、ハ

ード・ソフト一体となって効率的に土砂災害から地域を保全する。

２．内容

砂防えん堤等のハード施設の新規採択にあたっては、原則として当該ハー

ド施設整備によって被害が軽減される地域内において、土砂災害危険箇所の

公表等のソフト対策が実施済であることを義務付け。

あわせて、保全対象に避難場所を含む土砂災害危険箇所について、保全対

象が避難場所のみであっても採択できるよう事業制度を改正。

３．科目等

【治水特別会計】

（項）砂防事業費 （項）離島治水事業費

（項）北海道砂防事業費 （項）沖縄治水事業費

(目）砂防事業費補助 ５．５／１０、１／２等

（目）地すべり対策事業費補助 １／２等

【一般会計】

（項）急傾斜地崩壊対策等事業費

（項）北海道急傾斜地崩壊対策等事業費

(目)急傾斜地崩壊対策事業費補助 １／２



「津波・高潮危機管理対策緊急事業」の創設

１．目的

米国ではハリケーンカトリーナに伴う高潮によりニューオーリンズ市のゼロメー

トル地帯が壊滅的な被害を受けたところである わが国においても 特に三大湾 東。 、 （

京湾、伊勢湾、大阪湾）のゼロメートル地帯等においては、一旦大規模な浸水被害

が生じると壊滅的な被害に結びつくことから、津波と同様に人命の優先的な防護が

喫緊の課題である。

したがって、津波及び高潮発生時における人命の優先的な防護の推進を目的とし

て、従来の津波危機管理対策緊急事業を高潮対策にも拡充するものである。

２．内容

一連の防護区域を有する海岸において、地方が作成する津波・高潮危機管理対策

緊急事業計画に基づき、５年以内に、以下の対策を総合的に推進する。

①水門の自動化・遠隔操作化等 ⑤津波情報提供施設の設置

②津波防災ステーションの整備 ⑥避難対策としての管理用通路の整備

③堤防護岸の破堤防止 ⑦避難用通路の設置

④津波・高潮ハザードマップ作成支援

※ ゼロメートル地帯における高潮対策について拡充

３．科目

（項）海岸事業費

（目）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助

（目細）津波・高潮危機管理対策緊急事業費統合補助

４．補助率

１／２

避難用通路 水門等の遠隔操作化

堤防護岸の破堤防止

津波・高潮発生！

津波情報提供施設

津波防災ステーション

津波・高潮ハザードマップ
作成支援

避難用通路 水門等の遠隔操作化

堤防護岸の破堤防止

津波・高潮発生！

津波情報提供施設

津波防災ステーション

津波・高潮ハザードマップ
作成支援





木曾川水系連絡導水路事業
（直轄河川総合開発事業）

１．目的
・ 異常渇水時において愛知県等における渇水被害を軽減するため、徳山ダムの

渇水対策容量に貯留した水を揖斐川から木曾川及び長良川に最大20m3/s導水

する。

・ 愛知県及び名古屋市において水道用水等を確保するため、徳山ダムで開発し

た水道用水等4.0m3/sを揖斐川から木曾川に導水する。

２．内容
・ 位置：呑口：岐阜県揖斐郡揖斐川町、吐口：岐阜県加茂郡坂祝町

・ 河川名：呑口：木曾川水系揖斐川、吐口：木曾川水系木曾川

・ 導水路延長：約４４ｋｍ

・ 総事業費：約９００億円

３．科目
（項）河川総合開発事業費

（目）直轄河川総合開発事業費

４．位置図

木曽川水系連絡導水路



鹿野川ダム改造事業
（直轄河川総合開発事業）

１．目的
・ 肱川流域の洪水被害の軽減、豊かで自然な流れを回復するため、既設鹿野川

ダム（肱川水系肱川）の改造を行うとともに、発電容量を振り替え、洪水調
節容量の増強、環境（不特定）容量の新設を行う。

２．内容
・ 位置：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂

・ 河川名：肱川水系肱川

・ 改造事業内容：

貯水池容量の振り替えによる洪水調節容量の増強・環境（不特定）容量の新

設、トンネル洪水吐の新設、利水放流施設の増設、選択取水設備の設置等

・ 総事業費：約４２０億円

３．科目
（項）河川総合開発事業費

（目）直轄河川総合開発事業費

４．位置図

愛媛県

香川県

徳島県

高知県

鹿野川ダム



芋川地区直轄地すべり対策事業の新規着手
（新潟県長岡市、小千谷市、魚沼市、川口町）

１．目的

　新潟県中越地震により芋川流域においては、大規模な河道閉塞を含む　　

約１，８００箇所を超える斜面崩壊が発生し、激甚な被害が発生した。また、昨

年は中越地方で１９年ぶりの豪雪となり、その後の融雪出水等によって流域の

荒廃が進んだ。このため、直轄地すべり対策事業により、当該流域における集

中的かつ迅速な対策を講じようとするものである。

２．内容

　芋川地区において、直轄地すべり対策事業に新規着手し、対策工（抑

制工、抑止工）を施工する。平成１８年度は、調査設計を進めるととも

に、集水井、排水ボーリング等の工事を行う。

３．科目

　（項）砂防事業費

　　（目）直轄地すべり対策事業費

　　（目）砂防事業調査費

信濃川

魚野川

小
千
谷
市

信濃川

川口町

長岡市
（旧山古志村）

魚沼市
（旧堀之内町）

芋川流域

佐渡

楢木

芋川

長岡市
位置図

新潟県中越地震により
発生した主な地すべり

芋川

ならのき

震源地

写真箇所

集落
牛舎

地すべり

地すべり



（参考２）

新規事業採択時評価結果の概要



箇所名：木曽川水系連絡導水路事業（河川総合開発事業）
き そ が わ す い け い れ ん ら く ど う す い ろ

１．事業の概要

１）位 置：呑口：岐阜県揖斐郡揖斐川町、吐口：岐阜県加茂郡坂 祝 町
い び ぐ ん いびがわちょう さかほぎちょう

２）河川名：呑口：木曽川水系揖斐川、吐口：木曽川水系木曽川
き そ が わ い び が わ き そ が わ き そ が わ

３）導水路延長：約４４km

４）総事業費：約９００億円

２．目的及び必要性

１）目 的：
・徳山ダムの渇水対策容量に貯留した水を利用し、異常渇水時において、揖斐川か

ら木曽川及び長良川に最大20m3/sの緊急水の導水を行う。
・徳山ダムで開発した愛知県及び名古屋市の都市用水4.0m3/sを揖斐川から木曽川に

導水する。

２）必要性：
・木曽川水系では、渇水が頻繁に発生しており、特に平成６年の渇水時には、広

範な地域で時間断水、用水不足等が発生した。このようなことから、徳山ダムに
渇水対策容量を確保し、異常渇水時に木曽川水系に緊急水を補給することとして
おり、この緊急水を揖斐川から木曽川及び長良川に導水するため、本事業により
連絡導水路を建設する必要がある。

・近年は水資源開発施設の計画当時と比較して少雨の年が多く、水資源供給に係る
安定性が低下している。このため、徳山ダムにより、近年２０ヶ年中第２位の渇
水年においても都市用水を安定的に供給することとしている。このうち愛知県及
び名古屋市に係る都市用水を揖斐川から木曽川に導水するため、本事業により連
絡導水路を建設する必要がある。

３．費用効果分析の結果
治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析。

便 益（Ｂ） 費 用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）
１，２２３億円 ９４３億円 １．３

４．検討
以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断の上、採択。

５．スケジュール
平成１８年度 新規に実施計画調査に着手。

６．関係者の意見
愛知県、岐阜県、三重県及び名古屋市から早期建設の強い要望がある。

浸 水 戸 数
(戸 )

軒 下 浸 水
戸 数
(戸 )

農 地 浸 水
面 積
(h a )

重 要 公 共
施 設 数

災 害 弱 者
関 連 施 設

被 災 頻 度
(回 )

浸 水 戸 数
(戸 )

軒 下 浸 水
戸 数
(戸 )

－ － － － － － － －

被 害 実 績 水 防 活 動
現 況 流 下

能 力 の 割 合
治 水 安 全 度

(年 )

災 害 危 険
区 域 等 の

指 定

高 齢 化 率
（ ％ ）

想 定 氾 濫
区 域 内

宅 地 予 定
面 積 (h a )

流 域 内
開 発 予 定
面 積 (h a )

－ － － － － － － －

渇 水 影 響
人 口
(人 ）

生 活 ・ 社 会 活
動 へ の 影 響
（ 取 水 制 限

日 数 )

被 災 頻 度
（ の べ 回 数 )

渇 水 影 響
人 口
(人 )

取 水 制 限 率
（ 最 大
値 ％ ）

生 活 ・ 社 会 活
動 へ の 影 響
（ 取 水 制 限
累 計 日 数 )

給 水 車 出 動

3, 8 3 8 , 1 3 8 3 5 1 4 3 7 , 8 4 1 , 7 1 3 5 0 4 7 2 無
注 ） 取 水 制 限 累 計 日 数 に は H17 . 1 1 . 2 9～ の 取 水 制 限 分 を 含 ま ず 。

洪
水
被
害

渇
水
被
害

ハ ザ ー ド マ ッ プ の
公 表

渇 水 発 生

農 地 浸 水
面 積
(ha )

－

災 害 発 生 時 の 影 響 過 去 (近 10年 )の 災 害 実 績

災 害 発 生 時 の 影 響

事 業 の 緊 急 度 (近 3年 ) 災 害 の 危 険 度 地 域 開 発 の 状 況

過 去 (近 10年 )の 災 害 実 績

災 害 弱 者
関 連 施 設 等

－

重 要 公 共
施 設

－

避 難 勧 告

－

情 報 提 供 の 状 況

地 域 開 発 の 状 況災 害 の 危 険 度

高 齢 化 率
（ ％ ）

14 －

地 域 開 発 計 画

渇 水 に 対 す る
利 水 安 全 度

（ 10年 間 で の
想 定 発 生 回 数 ）

－

有 10

事 業 の 緊 急 度 (近 3年 )



①新規採択箇所名等

１．実施計画調査着手
（直轄）河川総合開発事業 ･･･････ 木曽川：木曽川水系連絡導水路事業（岐阜県）

き そ が わ きそがわすいけいれんらくどうすいろ



箇所名：鹿野川ダム改造事業（直轄河川総合開発事業）
か の が わ

１．事業の概要
１）位 置：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂

おおずしひじかわちょうやまとさか

２）河川名：肱川水系肱川
ひじかわ ひじかわ

３）諸 元：（既設ダム）
・型 式：重力式コンクリートダム ・堤 高： ６１．０ｍ

３・堤 頂 長：１６８ｍ ・総貯水容量：４８，２００千ｍ
２・湛水面積：２．３２km

改造事業内容
・貯水池容量の振り替えによる治水・不特定（環境）容量の増強
・トンネル洪水吐（新設）、利水放流施設（増設）、水質保全対策等

４）総事業費：約４２０億円

２．目的、必要性

１）目 的：
・洪水調節
・流水の正常な機能の維持

２）必要性：
・肱川は、平成７年７月洪水において、甚大な被害をうけたことから、河川激甚災害
対策特別緊急事業が採択され、再度災害を防止するための事業が行われた。 その
後も、平成１６年８月に戦後２番目となる大洪水、さらに平成１７年９月にも浸水
被害が発生するなど、洪水被害が頻発しており、地域住民より早急な治水対策が望
まれている。
また、肱川発電所のピーク立て発電のために、下流では一日の中で水量が人為的に

大幅に変動しているなど、河川環境上の問題が発生しており、流水の正常な機能を
維持するため不特定補給を行うことが求められている。

３．費用効果分析の結果
治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析

便 益（Ｂ） 費 用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）
７０３億円 ４００億円 １．８

４．検討

以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断の上、採択。
５．日程・手続き

平成１６年５月 当該事業を含めた河川整備計画策定
平成１８年度 新規建設事業着手

６．関係者の意見
大洲市より、治水・不特定（環境）両面からダム再開発の強い要望がある。

浸水戸数
(戸)

床上浸水
戸数
(戸)

農地浸水
面積
(ha)

重要公共
施設数

災害弱者
関連施設

被災頻度
(回)

浸水戸数
(戸)

床上浸水
戸数
(戸)

約8,000戸 約7,300戸 683 53 有 5 971 446

被害実績 水防活動
現況流下

能力の割合
治水安全度

(年)

災害危険
区域等の

指定

高齢化率
（％）

想定氾濫
区域内

宅地予定
面積(ha)

流域内
開発予定
面積(ha)

有 有 0.07 100 有 27 27 27

渇水影響
人口
(人）

生活・社会活
動への影響
（取水制限

日数)

被災頻度
（のべ回数)

渇水影響
人口
(人)

取水制限率
（最大
値％）

生活・社会活
動への影響
（取水制限
累計日数)

給水車出動

52,499 - - - - - -

洪
水
被
害

渇
水
被
害

ハザードマップの
公表

渇水発生

農地浸水
面積
(ha)

2,374

災害発生時の影響 過去(近10年)の災害実績

災害発生時の影響

事業の緊急度(近3年) 災害の危険度 地域開発の状況

過去(近10年)の災害実績

災害弱者
関連施設等

有

重要公共
施設

有

避難勧告

有

情報提供の状況

地域開発の状況災害の危険度

高齢化率
（％）

27% -

地域開発計画

渇水に対する
利水安全度

（10年間での
想定発生回数）

有

無 0

事業の緊急度(近3年)



①新規採択箇所名等

１．新規建設事業着手
（直轄）河川総合開発事業 ･････････ 肱川：鹿野川ダム改造事業（愛媛県）

ひじかわ か の が わ



箇所名：鹿野川ダム改造事業（直轄河川総合開発事業）
か の が わ

１．事業の概要
１）位 置：愛媛県大洲市肱川町山鳥坂

おおずしひじかわちょうやまとさか

２）河川名：肱川水系肱川
ひじかわ ひじかわ

３）諸 元：（既設ダム）
・型 式：重力式コンクリートダム ・堤 高： ６１．０ｍ

３・堤 頂 長：１６８ｍ ・総貯水容量：４８，２００千ｍ
２・湛水面積：２．３２km

改造事業内容
・貯水池容量の振り替えによる治水・不特定（環境）容量の増強
・トンネル洪水吐（新設）、利水放流施設（増設）、水質保全対策等

４）総事業費：約４２０億円

２．目的、必要性

１）目 的：
・洪水調節
・流水の正常な機能の維持

２）必要性：
・肱川は、平成７年７月洪水において、甚大な被害をうけたことから、河川激甚災害
対策特別緊急事業が採択され、再度災害を防止するための事業が行われた。 その
後も、平成１６年８月に戦後２番目となる大洪水、さらに平成１７年９月にも浸水
被害が発生するなど、洪水被害が頻発しており、地域住民より早急な治水対策が望
まれている。
また、肱川発電所のピーク立て発電のために、下流では一日の中で水量が人為的に

大幅に変動しているなど、河川環境上の問題が発生しており、流水の正常な機能を
維持するため不特定補給を行うことが求められている。

３．費用効果分析の結果
治水経済調査マニュアル（案）に基づいて分析

便 益（Ｂ） 費 用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ）
７０３億円 ４００億円 １．８

４．検討

以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断の上、採択。
５．日程・手続き

平成１６年５月 当該事業を含めた河川整備計画策定
平成１８年度 新規建設事業着手

６．関係者の意見
大洲市より、治水・不特定（環境）両面からダム再開発の強い要望がある。

浸水戸数
(戸)

床上浸水
戸数
(戸)

農地浸水
面積
(ha)

重要公共
施設数

災害弱者
関連施設

被災頻度
(回)

浸水戸数
(戸)

床上浸水
戸数
(戸)

約8,000戸 約7,300戸 683 53 有 5 971 446

被害実績 水防活動
現況流下

能力の割合
治水安全度

(年)

災害危険
区域等の

指定

高齢化率
（％）

想定氾濫
区域内

宅地予定
面積(ha)

流域内
開発予定
面積(ha)

有 有 0.07 100 有 27 27 27

渇水影響
人口
(人）

生活・社会活
動への影響
（取水制限

日数)

被災頻度
（のべ回数)

渇水影響
人口
(人)

取水制限率
（最大
値％）

生活・社会活
動への影響
（取水制限
累計日数)

給水車出動

52,499 - - - - - -

洪
水
被
害

渇
水
被
害

ハザードマップの
公表

渇水発生

農地浸水
面積
(ha)

2,374

災害発生時の影響 過去(近10年)の災害実績

災害発生時の影響

事業の緊急度(近3年) 災害の危険度 地域開発の状況

過去(近10年)の災害実績

災害弱者
関連施設等

有

重要公共
施設

有

避難勧告

有

情報提供の状況

地域開発の状況災害の危険度

高齢化率
（％）

27% -

地域開発計画

渇水に対する
利水安全度

（10年間での
想定発生回数）

有

無 0

事業の緊急度(近3年)



①新規採択箇所名等

１．新規建設事業着手
（直轄）河川総合開発事業 ･････････ 肱川：鹿野川ダム改造事業（愛媛県）

ひじかわ か の が わ



 箇所名：芋川地区地すべり対策事業（直轄地すべり対策事業） 

 

１．事業の概要 

 １）位 置：新潟県長岡市、小千谷市、魚沼市、川口町 

 ２）面 積：約５００ha（地すべり防止区域） 

 ３）事業費：約１８３億円 注）新潟県が実施する災害関連緊急地すべり対策事業費を含む 

 

２．目的、必要性 

 １）目的 

・流域内の集落等の保全 

・国土の保全 

 

 ２）必要性 

・新潟県中越地震により芋川流域においては、大規模な河道閉塞を含む約１，８００箇所を

越える斜面崩壊が発生し、激甚な被害が発生した。また、昨年は中越地方で１９年ぶりの

豪雪となり、その後の融雪出水等によって流域の荒廃が進んだ。このため、直轄地すべり

対策事業により、当該流域における集中的かつ迅速な対策を講じる必要がある。 

 

３．費用対効果分析の結果 

   地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル（案）に基づいて分析 

便益（Ｂ） 費用（Ｃ） 事業効果（Ｂ／Ｃ） 

２４０億円 １８３億円 １．３ 

 

４．検討 

   以下の評価項目及び上記の費用対効果分析結果を総合的に判断の上、採択。 

保全人家 公共的 避難場所 直近の災 人的 最大被災 公共的

戸数 施設 避難路 害発生の 被害 戸数 施設 避難の

有無 実績
戸数 施設名 施設名 施設名 土砂量 河川種別 人 戸数 施設名 施設名

（千ｍ3）

249

国道、主要
地方道、公
民館、消防

施設

なし
国道、主
要地方道

16,361 １級 あり なし 100

国道、主要
地方道、公
民館、消防

施設

なし あり

河川への影響

過去の災害実績や事業実施の緊急性災　害　発　生　時　の　影　響

災害時
要援護者
関連施設

災害時
要援護者
関連施設

 

 

地すべり 地すべりの兆候

地形の 危険箇所

有無 人家等 情報等の

明瞭度 での 公表の

兆候 有無

明瞭 明瞭 あり なし なし なし あり

災害情報
の提供

維持管理
の協力体

制

災害発生の危険

関連事業
の有無

地域の協力体制

防災等活
動の実施

 

 

５．日程・手続 

   平成１８年度事業着手 

 

６．関係者の意見 

 新潟県知事及び長岡市長、小千谷市長、魚沼市長、川口町長より、地域の復興のため、国土

交通省直轄地すべり対策事業の早急な実施について強い要望がある。 



事業評価の概要（参考） 

１． 新規事業採択時評価 
 「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、以下のい

ずれかに該当する事業について新規事業採択時評価を実施。 
 
 

２． 再評価 
 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに該当

する事業について再評価を実施。 
 
 
 
 
 
 
 

３． 事後評価 
 「国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領」に基づき、平成１５年度より本

格実施。 

４． 評価結果等の公表 
 原則として、年度予算の支出負担行為の実施計画が承認された後、評価結果等に

ついてインターネット等を通じて公表。ただし、個別箇所で予算内示をされる事業

（ダム事業等）については、概算要求書の財務省への提出時及び政府予算案の閣議

決定時に公表。 
（詳細については、http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/seisaku/index.html 参照） 
 なお、上記１．～３．に係る評価に当たっては、費用対効果分析を含む総合的な

評価を行い、費用対効果分析については、「治水経済調査マニュアル（案）」等に基

づき実施。 

① 事業費を新たに予算化しようとする事業 
② ダム事業の実施計画調査費を新たに予算化しようとする事業 

① 事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業 
② 事業採択後長期間（１０年間）を経過した時点で継続中の事業 
③ 準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業 
④ 再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業 
⑤ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が

生じた事業 





 




